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ツマジロクサヨトウの発生状況等（技術情報第４号）について（送付） 

 このことについて、下記のとおり取りまとめましたので、業務の参考に御活用ください。 

記 

ツマジロクサヨトウの本年７月のフェロモントラップ誘殺数は前年に比べて少なか

ったものの、前年の傾向から８月以降に発生量が急増する可能性があります。今後、ス

イートコーンや飼料用トウモロコシ等で、特に生育初期に被害が増加することが懸念さ

れますので、生産ほ場を定期的に見回り、早期発見、早期防除に努めましょう。 

 

１ 現在の発生状況 

合志市における本年のフェロモントラップの誘殺数は、５月第２半旬～６月第２半旬

にかけて前年に比べて多かったが、７月は前年に比べて少なかった（図１）。 

 

２ 今後の発生予想 

（１）前年のフェロモントラップの誘殺数は、７月までは低く推移したものの、８月中

旬以降に増加傾向となり、９月上旬から急増した（図２）。 

（２）前年８月～９月の飼料用トウモロコシ栽培ほ場の現地調査では、被害株率が 69～

77％のほ場も確認され、特に生育初期に大きな被害が見られた。 

（３）今後、飼料用トウモロコシやスイートコーン等において、特に生育初期の被害が

増加することが懸念される。 

 

３ 防除対策等 

（１）本害虫は主に飼料用トウモロコシ、スイートコーン等を食害する（図３、図４）。

特に生育初期に食害されると、被害が大きくなり減収につながるため、定期的な見

回りによる早期発見に努め、発生が確認された場合には速やかに農薬等を用いて防

除を行う。なお、ツマジロクサヨトウと判断することが難しい場合には、病害虫防

除所に相談する。 

（２）現在、本害虫に登録がある農薬は別紙２のとおり。ただし、飼料用トウモロコシ

等で使用できる農薬が少ないことから、本県では、植物防疫法第 29条第 1項に基づ

く措置として、当面の間、別紙１に記載された農薬による防除が可能である。 

注）ツマジロクサヨトウへの農薬登録の状況等により、今後、本県における同法第 29条第

1項に基づく措置を終了する場合があるため、散布農薬の選定にあたって注意する。 



（３）農薬の散布に当たっては、新葉の葉鞘基部に潜り込んでいる幼虫に届くように株

の上部までしっかりと散布する。 

（４）農林水産省のホームページにツマジロクサヨトウの防除対策等に関する情報が掲

載されているので、防除の参考にする。 

（https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_kokunai/tumajiro.html） 

（５）農薬を使用する際は、必ずラベルなどで注意事項等を確認し、ミツバチや魚介類な

ど周辺動植物及び環境へ影響がないよう、飛散防止を徹底する。 
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図１ ツマジロクサヨトウのフェロモントラップ誘殺数の推移

（合志市３地点平均 期間：４－７月）
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図２ ツマジロクサヨトウのフェロモントラップ誘殺数の推移

（合志市３地点平均 期間：４－１１月）

https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_kokunai/tumajiro.html
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図３ 飼料用トウモロコシの被害株 図４ ツマジロクサヨトウ幼虫 










